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研究要旨 

東京電力（株）（当時）福島第一原子力発電所事故（以下「原発事故」という。）

を受け、平成23年3月に設定された暫定規制値に続き、平成24年4月からは食品中の放

射性物質に関する現行の基準値（以下「基準値」という。）が適用されている（一般

食品の場合で100 Bq/kg）。この基準値を指標として、原子力災害対策本部で定めたガ

イドラインに基づき17都県を中心に地方自治体においてモニタリング検査が継続し

て行われている。原発事故から10年あまりが経過した現在までに蓄積されたモニタリ

ング検査結果は相当数に及ぶ。本研究では、当該検査結果を有効活用し、基準値以内

の検査結果群及びすべての検査結果群それぞれから放射能濃度を無作為抽出して食

品摂取に係る内部被ばく線量を推定し、基準値の設定や違反食品の流通制限といった

規制の効果を検証した。 

 研究2年目である令和3年度は、平成24年度から平成28年度までに採取・購入された

試料を対象として検証を行った。また、今年度は、新たな試みとして、地元住民にと

って多様な価値があるが山間部に自生し栽培管理が困難なことが多い山菜（以下「山

菜」という。）の摂取量を反映させた線量推定も行った。まず、厚生労働省が公表し

ている食品中の放射性物質の検査結果と食品摂取量を紐づけるために、検査結果の品

目名を国民健康・栄養調査における食品の98小分類に飲料水や山菜を加えた合計100

分類に対応させた。次に、検査結果から食品の種類（全99または100種類）ごとに放射

能濃度（セシウム134と137の合計値（Bq/kg））の無作為抽出を繰り返し、各食品の年

間摂取量（kg）及び半減期で加重平均した経口摂取に係る内部被ばく線量係数（Sv/B

q）を乗じて全ての99または100種類分を合算し、仮想10,000人分の預託実効線量（mS
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v/年）を算出した。すべての検査結果、基準値以内の検査結果から抽出し算出した預

託実効線量をそれぞれ、「規制なし」（基準値設定や違反食品の流通制限がないもの

と仮定）、「規制あり」（基準値設定や違反食品の流通制限があり）の場合とした。 

平成24 年度の推定内部被ばく線量（山菜の摂取量を反映した場合）の中央値、95パ

ーセンタイル値、99パーセンタイル値は、規制なしの場合でそれぞれ 0.0485、0.183、

10.6 mSv/年であり、規制ありの場合ではそれぞれ 0.0431, 0.0786, 0.236 mSv/年であ

った。このように、平成24 年度は特に規制の効果が大きかった。平成25年度以降は、

規制ありと規制なしの内部被ばく線量に顕著な違いはなく、年の経過とともに被ばく

線量は減少する傾向にあった。各年度の規制ありの内部被ばく線量は、基準値設定根

拠の1 mSv/年を大幅に下回った。また、山菜の摂取量を反映させた場合とさせない場

合の推定線量は同等であったが、山菜の摂取量を反映させることで、高パーセンタイ

ルに対して内部被ばく線量の過大評価を防ぐことができ、より精緻な線量推定が可能

であると考えられた。 

このように、自生しており栽培管理が困難なことが多いために比較的高濃度の放射

性物質を含むことのある山菜の摂取を考慮しても、日本における放射性物質に関する

食の安全は確保されていることが確認できた。 
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Ａ．研究目的 

 平成 23年 3月 11日に発生した東北地

方太平洋沖地震に伴う東京電力（株）（当

時）福島第一原子力発電所事故（以下「原

発事故」という。）を受け、事故直後の

3 月 17 日に設定された暫定規制値に続

き、平成 24 年 4 月からは食品中の放射

性物質に関する現行の基準値（以下「基

準値」という。）が適用されている。暫

定規制値は年間の預託実効線量 5 mSv

を基に緊急的な措置として定められた

のに対して、基準値は長期的な状況に対

応するものとして薬事・食品衛生審議会

等での議論を経た上で、コーデックス委

員会が示す人工放射性核種に対する食

品由来の年間線量 1 mSv を基に定めら

れた。原発事故で放出されたとされてい

る放射性核種のうち、半減期が 1 年以上

の核種（セシウム 134、セシウム 137、

ストロンチウム 90、プルトニウム、ルテ

ニウム 106）を規制対象としているが、

セシウム以外の核種は測定に非常に煩

雑な処理が求められるため、測定が容易

な γ線放出核種であり、内部被ばく線量

への寄与が大きい放射性セシウムに代

表させた基準値が定められている。基準

値（セシウム 134 と 137 の合計値）とし

ては、飲料水 10 Bq/kg、牛乳 50 Bq/kg、

乳児用食品 50 Bq/kg、一般食品 100 Bq/kg

が定められている。 

本基準値を指標として、原子力災害対

策本部で定めたガイドラインに基づき

17 都県を中心に地方自治体においてモ

ニタリング検査が継続して実施されて

おり、基準値を超過した食品が流通しな

いように回収・廃棄や出荷制限といった

厳格な流通制限（以下「流通制限」とい

う。）の措置が取られている。モニタリ

ング検査結果は厚生労働省が取りまと

めてウェブサイト上で公開しており、暫

定規制値適用当時（平成 23 年 3 月～平

成 24 年 3 月）から累計すると令和 3 年

3 月までで 270 万件程度（厚生労働省公

表資料を基に算出）に及ぶ。 

本研究では、国が蓄積したモニタリン

グ検査結果を活用し、基準値超えを含む

すべての検査結果（以下「すべての検査

結果」という。）と、基準値以内の検査

結果から抽出し算出した預託実効線量

をそれぞれ規制なし」（基準値設定や違

反食品の流通制限がないものと仮定）、

「規制あり」（基準値設定や違反食品の

流通制限があり）とした。つまり、「規

制なし」の線量推定では、実際の現行規

制下で基準値超過に該当する検査結果

も含まれる場合がある。「規制なし」と

「規制あり」での推定線量を比較するこ

とにより、基準値の設定や違反食品の流

通制限といった規制の効果を検証した。 

また、今年度は新たな取り組みとして、

山間部に自生し栽培管理が困難なこと

が多い山菜（以下「山菜」という。）に

ついての検証も行った。自生する山菜は

比較的高濃度に放射性セシウムを含む

場合があるものの、地元住民にとって多

様な価値のある食材である。しかしなが

ら、国民健康・栄養調査のような食品摂

取量を示す調査では、一般に山菜につい

て個別の摂取量は示されていないため、

トータルダイエットスタディにおいて

山菜の摂取量は考慮されていない。本研

究では、山菜の摂取量も示している食品



4 

 

摂取量調査結果を利用することにより、

山菜の食品摂取量を反映させた検討も

行った。 

 

Ｂ．研究方法 

1．対象期間・地域 

 基準値適用 1 年目である平成 24 年度

から平成 28 年度の 5 年間を対象として

線量低減効果を検証した。年度は、試料

の採取日（購入日）によって区別した。

モニタリング検査結果は全国の結果を

対象とした。 

 

2．データ準備 

2-1 モニタリング検査結果 

 厚生労働省のウェブサイトから月ご

とに公表されている月別検査結果をダ

ウンロードし、採取日（購入日）によっ

て検査結果を年度別に再統合した。放射

能濃度（セシウム 134 と 137 の合計値

（Bq/kg））、採取日（購入日）が判別で

きないデータを削除し、採取日（購入日）

の表記フォーマットを統一してデータ

クリーニングを施した上でデータベー

スを作成した。 

 本研究では、まず、各年度の検査件数

と基準値超過件数・割合を解析した。さ

らに、今年度の研究では、山菜をテーマ

の一つとしているため、高濃度に放射性

物質を含むことがある山間部に自生し

ている食材として、山菜、その他の畜肉、

きのこ類（「その他の畜肉」、「きのこ

類」は国民健康・栄養調査での小分類名

である）の放射能濃度分布も分析した。 

 内部被ばく線量推定に当たっては、玄

米の放射能濃度は、喫食時の濃度を模擬

するために、過去の報告や先行研究 1, 2)

を踏まえて濃度調整を行い 4 分の 1 の

濃度とした。同様に、熱水で抽出して摂

取することが想定され得る植物の乾燥

葉（茶葉として扱われているものを除く）

については、放射能濃度を 50 分の 1 と

した。一方、飲用に供する茶については、

測定試料として浸出液を用いることが

試験法で定められているため、茶葉につ

いては濃度調整を行わなかった。また、

粉末茶などの粉末飲料は、抽出して摂取

されるものではなく、それ自体が消費さ

れるものであり、多様な用途で消費され

ることから、濃度調整は行わなかった。 

 

2-2 食品摂取量 

平成24年国民健康・栄養調査結果の食

品群別摂取量を用いた。国民健康・栄

養調査では98の小分類（小分類番号1～

98）ごとに食品摂取量（g/日）が提示

されている。本研究では、男女20歳以

上の摂取量の平均値を用いた。さら

に、山菜の摂取量については、平成22

年に実施された「食品摂取頻度・摂取

量調査の特別集計業務」の報告書に各

種山菜を含む野菜の摂取量が示されて

いたため、その中から一般に山菜とし

て扱われることがあろう品目を抽出

し、その摂取量を合計した。本研究で

は、36種（合計摂取量7.67 g/日）を山

菜として扱った。なお、当該36種の具

体的な品目は、うど、山うど、おかひじ

き、おかひじき(ゆで)、ぎょうじゃにん

にく、こごみ、せり、せり(ゆで)、ぜん

まい、ぜんまい(ゆで)、干しぜんまい、

干しぜんまい(ゆで)、たけのこ、たけの
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こ(ゆで)、たらのめ、たらのめ(ゆで)、

つくし、つくし(ゆで)、つわぶき、つわ

ぶき(ゆで)、なずな、のびる、ふき、ふ

き(ゆで)、ふきのとう、ふきのとう(ゆ

で)、みょうが、みょうがたけ、やまごぼ

う(みそ漬)、嫁菜、よもぎ、よもぎ(ゆ

で)、生わさび、生ワラビ、ワラビ(ゆ

で)、干しわらびである。 

また、国民健康・栄養調査に含まれて

いない飲料水の摂取量は、基準値策定時

の想定と同様に 2 L/日とした。したがっ

て、食品摂取量のデータとしては、99 種

類（山菜の摂取量を反映しない場合）ま

たは 100 種類（山菜の摂取量を反映させ

た場合）の食品が含まれる。山菜の摂取

量を反映させない場合とさせた場合を、

以下それぞれ「山菜考慮なし」、「山菜

考慮あり」という。 

モニタリング検査結果の品目名（平成

24 年度：3,119 品目、平成 25 年度 2,328

品目、平成 26 年度：2,335 品目、平成 27

年度：1,974 品目、平成 28 年度：1,728）

を、食品摂取量データにおける 99 分類

または 100 分類に対応させる作業を行

った。例えば、モニタリング検査結果で

の品目名「コマツナ」は、食品摂取量デ

ータでの分類のうち「その他の緑黄色野

菜」（小分類番号 29）として割り当てた。

具体的な品目名の表記がない食品（「冷

凍食品」など）や加工食品（「カレー」

など）はメインの食材を特定できないた

め除外した。メインの食材を想定しうる

加工食品は、メインの食材として扱った。

例えば、検査結果における品目名「コロ

ッケ」は食品摂取量データでの分類のう

ち「じゃがいも・加工品」（小分類番号

14）として分類した。 

山菜については、山菜考慮なしの推定

では「その他の緑黄色野菜」（小分類番

号 29）または「その他の淡色野菜」（小

分類番号 35）として分類した。一方で、

山菜考慮ありの推定では、「食品摂取頻

度・摂取量調査の特別集計業務」報告書

から得られた山菜の摂取量に直接結び

つけた。 

 

2-3 線量係数 

 経口摂取に係る内部被ばく線量係数

（Sv/Bq）は、国際放射線防護委員会

（International Commission on Radiological 

Protection: ICRP）による ICRP publication 

72が示す成人に対する値を用いた。成人

に対するセシウム 134とセシウム 137の

線量係数は、それぞれ 1.9×10-8 Sv/Bq と

1.3×10-8 Sv/Bq である。これらの値をセ

シウム 134 と 137 の物理学的半減期

（基準値策定時と同じくアイソトープ

手帳 11 版を参照し、それぞれ 2.06 年と

30.2 年を採用した）に基づいた減衰率で

加重平均することにより、各年度におけ

る放射性セシウム（セシウム 134 と 137

の合計値）に対する線量係数として線量

計算に使用した。本研究で用いた平成 24

年度、25 年度、26 年度、27 年度、28 年

度 に 対 す る 線 量 係 数 は そ れ ぞ れ

1.55×10−8 Sv/Bq、1.51 × 10−8 Sv/Bq、 1.47 

× 10−8 Sv/Bq、1.43 × 10−8 Sv/Bq 、1.40×10−8 

Sv/Bq である。 

 

3．データ収集・線量計算 
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本研究におけるデータ収集と線量計

算の概念図を Fig. 1 に示す。モニタリン

グ検査結果は、食品摂取量における分類

（全 99 分類または 100 分類）ごとに無

作為抽出を行った。 

無作為抽出は、（1）「規制あり」かつ

「山菜考慮あり」、（2）「規制あり」か

つ「山菜考慮なし」、（3）「規制なし」

かつ「山菜考慮あり」、（4）「規制なし」

かつ「山菜考慮なし」の 4 パターンで個

別に実施した。 

 内部被ばく線量として、次式により、

年間の預託実効線量（mSv/年）を算出し

た。 

預託実効線量（mSv/年）

= 365.24・103・𝐷𝐶𝐹 ∑ 𝐼𝑖

99 𝑜𝑟 100

𝑖=1
・𝐶𝑖 

ここで、 

DCF：物理学的半減期で加重平均した

各年度の放射性セシウムの線

量係数（Sv/Bq） 

Ii   ：各食品分類の食品摂取量（kg/日） 

Ci  ：無作為抽出された各食品分類の

放射能濃度（セシウム 134 と

137 の合計値）（Bq/kg） 

である。 

 前述の 4 パターンそれぞれで検査結

果の無作為抽出を 10,000 回繰り返し、仮

想 10,000 人分の内部被ばく線量を算出

した。不検出（not detected: ND）であっ

た試料については、GEMS/Food（Global 

Environmental Monitoring System/Food 

Contamination Monitoring and Assessment 

Programme：地球環境モニタリングシス

テム／食品汚染モニタリングプログラ

ム）が示す考え方や先行研究 2, 3)を参考

にして、各食品分類における ND 試料の

割合に応じて、検出限界値（limit of detec-

tion: LOD）を基に放射能濃度を与え線量

計算を行った。ND の割合が 60％未満の

食品分類では放射能濃度を LOD の値と

した。ND の割合が 60%以上 80%未満の

場合、放射能濃度は LOD の半分の値と

した。ND の割合が 80％以上の場合は、

放射能濃度を LOD の 4 分の 1 とした。

また、検査結果がない食品分類の放射能

濃度は 0 Bq/kg として扱った。 

 

Ｃ．研究結果 

1．モニタリング検査結果の解析 

 各年度の全モニタリング検査件数と

基準値超過件数・割合を Fig. 2 に示す。

基準値超過割合は、平成 24 年度がおお

よそ 1％であった。その後、基準値超過

割合は低下傾向を示し、平成 28 年度に

は 0.10%に減少した。 

 

2．山菜、その他の畜肉、きのこ類の放射

能濃度分布 

 Fig. 3 に放射能濃度別の試料割合と各

年度の検査結果数を示す。モニタリング

検査結果からは天然物と栽培・飼育物を

判断できないことが多いため、区別なく

解析した。まず、年度別の検査結果数を

見ると、平成 24 年度は他の年度に比べ、

特に山菜の検査結果数が少なかった。ま

た、山菜、その他の畜肉、きのこ類とも

に基準値（一般食品に該当するため 100 

Bq/kg）を超える試料があった。しかし、

山菜やきのこ類において高い放射能濃

度を示す試料数はその他の畜肉に比べ

て少なかった（その他の畜肉に比べ、山
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菜やきのこ類は低濃度側に分布してい

る）。平成 24 年度の山菜、その他の畜

肉、きのこ類の放射能濃度の中央値は、

それぞれ 15.0、66.0、18.0 Bq/kg であっ

た。また、平成 24 年度の山菜、その他

の畜肉、きのこ類の放射能濃度の 95 パ

ーセンタイル値は、それぞれ 222、2500、

180 Bq/kg であった。同様に、平成 24 年

度の山菜、その他の畜肉、きのこ類の放

射能濃度の 99 パーセンタイル値は、そ

れぞれ 836、9000、756 Bq/kg であった。

このように、山菜やきのこ類の放射能濃

度は、その他の畜肉よりも低い傾向を示

した。また、他の年度でも同様の傾向で

あった。 

 

3．内部被ばく線量 

 各年度の山菜考慮ありの場合の仮想 

10,000 人分の推定内部被ばく線量（預託

実効線量）の分布を Fig. 4 に示す。 

平成 24 年度の規制なしの場合では、

預託実効線量が 1 mSv/ 年 を大きく超

える例があった（最大 12.0 mSv/ 年、Fig.  

4b）。しかし、平成 24 年度の規制あり

の推定では、預託実効線量は全ての例で 

1 mSv/ 年を大きく下回った（Fig. 4a）。

さらに、平成 25 年度～平成 28 年度に

では、規制の有無にかかわらず、1 mSv/

年を超える例はなかった。推定線量の分

布のピーク（最頻値）は、年数が経つに

つれて低線量側にシフトした。 

 

4．内部被ばく線量の経時的変化 

 各年度の「規制あり」の場合の仮想 

10,000 人分の内部被ばく量（預託実効線

量）の中央値、95 パーセンタイル値、99

パーセンタイル値を Fig. 5 に示す。Fig. 

5a, b は、それぞれ山菜考慮あり、山菜考

慮なしの場合の預託実効線量の各パー

センタイル値を示している。各年度とも

に、山菜考慮ありと山菜考慮なしで各パ

ーセンタイル値に顕著な違いはなかっ

た。預託実効線量の各パーセンタイル値

は年の経過とともに徐々に低下する傾

向を示した。 

ICRP は、被ばく線量の 95 パーセンタ

イル値を「代表的個人」が受ける放射線

量とすることを提唱している。ある集団

の被ばく線量の 95 パーセンタイル値が、

採用されている基準（例えば、今回の場

合は 1 mSv/年）を下回っていれば、その

集団は防護されていると考える。本研究

では、規制ありの場合、山菜考慮ありと

山菜考慮なしの両者において、代表的個

人の線量（95 パーセンタイル値）、99 パ

ーセンタイル値、最大値は、すべての年

度で 1 mSv/年を下回った。 

Fig. 6 は、規制なしの場合の仮想

10,000 人の内部被ばく量の中央値、95 パ

ーセンタイル値、99パーセンタイル値を

年度別に示したものである。Fig. 6a, b は、

それぞれ山菜考慮ありと山菜考慮なし

の各パーセンタイル値を示している。各

年度の中央値は、山菜考慮ありと山菜考

慮なしで顕著な違いはなかった。しかし

ながら、平成 25 年度から平成 28 年度に

かけての山菜考慮なしの預託実効線量

の 95 パーセンタイル値と 99 パーセン

タイル値（特に 99 パーセンタイル値）

は、山菜考慮ありに比べて高値を示した

（平成 24 年度は顕著な違いなし）。さ

らに、山菜考慮ありとは対照的に、平成
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25 年度の山菜考慮なしの最大値は 1 

mSv/年を超え、2.40 mSv/年であった。 

 

Ｄ．考察 

 原発事故から 10 年以上経過している

が、食品中の放射性物質に対して関心の

ある消費者が現在も一定程度存在する

ものと考えられる 4)。ゆえに、基準値の

設定やモニタリング検査、流通制限とい

った一連の規制に関する多角的な検証

を継続することは重要である。さらに、

原発事故後の長期にわたるフォローア

ップにおいては、地域の食材を多く摂取

する住民の線量評価に関する研究も意

義が大きいと考える。今年度の研究では、

地域住民にとってかけがえのない食材

である山菜の摂取量を反映させながら、

現行の食品規制下での内部被ばく線量

の経時変化を推定し、規制効果を検証し

た。 

Fig. 2 に示すように、原発事故から約 

5 年後の平成 28 年度におけるモニタリ

ング検査の基準値超過率は、基準値適用

初年度（平成 24 年度）の約 10 分の 1 

となった。このことから、野生の一部の

食品を除き、事故から数年経過した時点

で、食品への原発事故の影響は十分に小

さくなっていたことが示唆された。 

平成 24 年度の規制なしの線量推定で

は、預託実効線量 1 mSv/年を大きく超え

る（10 mSv/年超過）事例があった（Fig. 

4、Fig. 6）。本研究課題の令和 2 年度報

告書の中では、この高い値は、主として、

食品分類「その他の嗜好飲料」の摂取に

起因するものと解析している 5)。具体的

には、植物の葉から作られた粉末飲料で

あるが、粉末飲料は希釈して摂取される

ことが多く、また、同じ粉末飲料を継続

して飲み続けることは考えにくい。その

ため、この粉末飲料に起因する高線量例

は過大評価であった可能性がある。この

ような同じ試料が繰り返し（例えば 1 年

間）消費されるという仮定は、トータル

ダイエットスタディでの限界の一つで

あると考える。 

一方、平成 24 年度の規制ありの推定

では、すべてのケースで預託実効線量は 

1 mSv/年を大きく下回った（Fig. 4、Fig. 

5）。また、規制なしの場合でも、代表的

個人の線量である 95 パーセンタイル値

は、1 mSv/年を十分に下回った（Fig. 6）。

平成 24 年度の規制ありと規制なしの内

部被ばく線量を比較すると、山菜考慮あ

り、山菜考慮なしともに、パーセンタイ

ル値が高いほど、規制なしに対する規制

ありの線量が小さかった（Fig. 5、Fig. 6）。

さらに、平成 25 年度～平成 28 年度にお

いては、検討を行った 4 パターン（規制

あり、規制なしそれぞれの山菜考慮あり、

山菜考慮なし）すべてにおける内部被ば

く線量の中央値、95パーセンタイル値、

99 パーセンタイル値は 1 mSv/年を大幅

に下回り、その値は年の経過とともに

徐々に減少する傾向であった。 

以上のように、規制の効果が特に大き

かったのは平成 24 年度であり、その後

は原発事故の影響は十分に小さい状況

にあった。基準値が適用された時点から、

適切な規制によって日本の食の安全が

継続して確保されてきたと考えられる。

なお、5 mSv/年を基にした暫定規制値が

適用されていた際にも、放射性セシウム
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による被ばく線量は 1mSv/年を大きく

下回っていた 6)。 

続いて、今回の新たな試みである山菜

の食品摂取量を反映させた検討に関し

て議論する。規制ありの場合、各年度に

おいて、山菜考慮ありと山菜考慮なしの

預託実効線量に顕著な違いはなかった。

山菜は比較的高濃度の放射性セシウム

を含むことがあるが、Fig. 3 に示すよう

に、放射能濃度のレベルとしてはさほど

高くはない。さらに、一般に、山菜の食

品摂取量は他の野菜と比較して多くは

ないため、結果として、山菜の摂取に起

因する内部被ばく線量は高くならない

と考えられる。したがって、今回の検討

でも山菜考慮ありと山菜考慮なしの内

部被ばく線量が同等となったと示唆さ

れる。しかし、規制なしの場合、各年度

の山菜考慮あり、山菜考慮なしの預託実

効線量の中央値に顕著な違いはないも

のの、平成 25 年度～平成 28 年度の山菜

考慮なしの預託実効線量の 95 パーセン

タイル値、99 パーセンタイル値（特に 99

パーセンタイル値）は山菜考慮ありより

もわずかに高値を示した（Fig. 6）。山菜

考慮なしの線量推定では、モニタリング

検査の無作為抽出時に、山菜の検査結果

が一般的な野菜（国民健康・栄養調査で

の小分類番号 29 または 35）としてピッ

クアップされるため、山菜の食品摂取量

（7.67 g/日）が一般的な野菜の食品摂取

量（平成 24 年度国民健康・栄養調査で

は 35.9 g/日又は 48.3 g/日である）として

扱われる。したがって、無作為抽出の際

に、放射能濃度の高いモニタリング検査

結果（例えば、2012 年度の 99 パーセン

タイル値は 836 Bq/kg）がピックアップ

された場合、山菜の摂取による内部被ば

く線量が過大評価されることとなる。こ

のため、平成 25 年度から平成 28 年度の

山菜考慮なし（規制なし）の預託実効線

量の高パーセンタイル値は、山菜考慮あ

りの場合よりも若干高くなったと考え

られた。山菜の摂取量を反映させること

で、過大評価を防ぎ、より精度の高い線

量推定が可能になると考えられた。この

ように、本研究では、自生し栽培管理が

難しいことが多い山菜の摂取に関して、

より適切なデータを提供することがで

きた。 

山菜と同様に、山に自生もする食材で

あるキノコも、地域住民にとって意義の

大きな存在である。一部の試料では基準

値超過が認められたものの、きのこ類の

放射能濃度は、その他の畜肉よりも低濃

度側に分布している（Fig. 3）。さらに、

昨年度の研究で明らかにしたとおり 4)、

内部被ばく線量の推定には、放射能濃度

のみならず、食品摂取量も重要な要素と

なる。きのこ類の食品摂取量はさほど多

くないため（平成 24 年度国民健康・栄

養調査では 17.2 g/日と示されている）、

きのこ類を摂取したことによる内部被

ばく線量は、さほど大きくはならないと

考えられた。このことは、地域住民にと

って有益な知見であると考えられる。 

本研究では、食事摂取量として、平均

値を用いたため、個人の食生活の偏り

（摂取量が多い場合など）が反映されて

いない。そのため、本研究では個人の習

慣的な食事摂取量を反映した内部被ば

く線量推定がなされていないことが限
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界の一つであった。今後は、習慣的な食

事摂取量を反映させた推定方法を検討

したい。さらに、山菜のモニタリング検

査結果から自生ものと栽培ものを区別

して無作為抽出することは困難である

ため、線量推定に当たっては自生ものと

栽培ものの検査結果が混在して用いら

れている点も研究の限界のひとつであ

る。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、山菜の摂取を考慮しなが

ら、蓄積された多くのモニタリング検査

結果を活用して、現行の食品規制下での

内部被ばく線量の経時的な変化を評価

した。平成24 年度は特に規制の効果が

大きかった。その後、規制の有無による

内部被ばく線量の顕著な違いは認めら

れず、年の経過とともに被ばく線量は減

少した。各年度の規制下での内部被ばく

線量は、基準値設定根拠の1 mSv/年を大

幅に下回った。また、山菜の摂取量を反

映させることで、内部被ばく線量の過大

評価を防ぐことができ、より妥当な線量

推定が可能であると考えられた。このよ

うに、自生しており栽培管理が困難な山

菜の摂取を考慮しても、適切な対策によ

り、日本における放射性物質に関する食

の安全が確保されていることが確かめ

られた。 
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研究成果の活用 

線量低減効果の検証結果をリスクコ

ミュニケーションツールとして広く役

立てることも研究計画として掲げてい

るため、研究分担者及び研究代表者が担

当している講義・講習等において、リスク

コミュニケーションを担うであろう現

職教員及び医療系学生等への検証結果

のインプットを試み、検査結果の活用を

行った。 

講義名等の詳細は以下のとおりであ

る。 

●弘前大学教員免許状更新講習「食べも

のと放射線」、2021年8月20日（金）、

8名 

●A大学医学部保健学科放射線技術科学

専攻の講義「医療安全管理学・安全基

準の考え方」、2021年11月24日（水）、

41名 

●A大学大学院保健学研究科の講義「医

療マネジメント」、2021年11月30日

（火）、27名 

●B大学保健学部看護学科の講義「放射

線医学の基礎」、2021年12月1日（水）、

50名 

●A大学医学部保健学科看護学専攻・保

健師志望者の講義「公衆衛生看護学

演習I・食品中の放射性物質」、2021

年12月3日（金）、13名 

●A大学医学部保健学科放射線技術科学

専攻の講義「総合演習Ⅳ」、2021年12

月16日（木）、5名 

受講生から提出された授業の振り返

りから得られたことの一例を以下に示

す。 

食品に放射性物質が含まれているこ

とは知っていたが、基準値の定め方や

食品安全の考え方については知らなか

ったという受講生が多く、科学的根拠

を知ることにより単に基準値の数値を

覚えるのではなく、値の意味するとこ

ろを理解することが重要であるとの気

づきがあった。 

また、五感で感じることのできない

放射線ではあるが、演習形式における

線量計算では図やシールを取り入れな

がら視覚的・感覚的・段階的に自分で

計算してみることにより、検証結果の

安全性を実感できたという意見が多か

った。 

健康教育を担う上でのリスクコミュ

ニケーションには双方向性の情報共有

が必須であり、それにより安全・信

頼・安心の構築が可能となる。対象者

の安心に繋げるために、継続して知識

を身に着けたいとの積極性も伺われ

た。 

リスクコミュニケーションという言

葉を初めて聞いたという受講生もお

り、この言葉は現時点において決して

身近な存在ではないことを我々も再認

識した。 

今後も本研究課題の研究計画の一部

として、研究成果の広い周知やリスクコ

ミュニケーションツールとしての活用

を継続していきたい。 
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Ｆ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

1．論文発表 

・Osanai M, Hirano D, Mitsuhashi S, 

Kudo K, Hosokawa S, Tsushima M, 

Iwaoka K, Yamaguchi I, Tsujiguchi T, 

Hosoda M, Hosokawa Y, Saito Y. Esti-

mation of effect of radiation dose reduc-

tion for internal exposure by food regu-

lations under the current criteria for ra-

dionuclides in foodstuff in Japan using 

monitoring results. Foods. 2021; 10(4): 

691. 

2．学会発表 

・小山内暢, 平野大介, 三橋誌織, 工

藤幸清, 細川翔太, 對馬惠, 岩岡和

輝, 山口一郎, 辻口貴清, 細田正洋, 

細川洋一郎, 齋藤陽子．モニタリン

グ検査結果を活用した食品中の放

射性物質の規制による内部被ばく

線量低減効果の検証．第58回アイソ

トープ・放射線研究発表会．2021年

7月．オンライン開催 

・野呂朝夢祐, 小山内暢, 木村将乃助, 

工藤幸清, 對馬惠, 細川翔太, 土屋

涼子．食品中の放射性物質の規制に

よる内部被ばく線量低減効果．第8

回保健科学研究発表会．2021年9月．

弘前 

3．その他 

・Osanai M. Food safety in Japan after the 

Fukushima Dai-ichi Nuclear Power 

Plant accident. 2021 KIRAMS – Hi-

rosaki University Webinar on Radiation 

Emergency Medicine. 2021年9月. vir-

tually 

・野呂朝夢祐，木村将乃助，小山内暢

（指導教員）．食品中の放射性物質

の規制に関する研究．弘前大学医学

部保健学科放射線技術科学専攻卒

業研究発表会．2021年11月．弘前 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む。） 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3.その他 

 なし 
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図表 

 

 

Fig. 1 データ収集と線量計算の概念図 
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Fig. 2 各年度の全モニタリング結果件数と基準値超過件数・割合  
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Fig. 3 放射能濃度別の試料割合と各年度の検査結果数 

モニタリング検査結果からは判断できないことが多いため、天然物と栽培・飼育物の

区別はなく解析している。 
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（a） 

 

 

（b） 

 

Fig. 4 仮想 10,000 人分の推定内部被ばく線量（山菜考慮あり） 

（a）規制あり （b）規制なし 
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（a） 

 

 

（b） 

 

Fig. 5 仮想 10,000 人分の内部被ばく量の各パーセンタイル値（規制あり） 

（a）山菜考慮あり （b）山菜考慮なし 
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（a） 

 

  

（b） 

 

Fig. 6 仮想 10,000 人分の内部被ばく量の各パーセンタイル値（規制なし） 

（a）山菜考慮あり （b）山菜考慮なし 
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厚生労働科学研究費補助金 （食品の安全確保推進研究事業） 

 

令和３年度 分担研究報告書 

 

食品中の放射性物質の規制継続による線量低減効果に関する研究 

～データ整理及び放射性核種の最新データに関する検証～ 

 

 

研究分担者  工藤 幸清  弘前大学大学院保健学研究科・教授 

研究分担者  對馬 惠   弘前大学大学院保健学研究科・講師 

研究分担者  細川 翔太  弘前大学大学院保健学研究科・助教

 東京電力（株）（当時）福島第一原子力発電所事故（以下「原発事故」という。）

を受け、事故直後に設定された暫定規制値に続き、平成24年4月からは食品中の放射性

物質に関する現行の基準値（以下「基準値」という。）が適用されている。本基準値

を指標として、原子力災害対策本部で定めたガイドラインに基づき17都県を中心に地

方自治体においてモニタリング検査が継続して実施されており、基準値を超過した食

品が流通しないように回収・廃棄や出荷制限といった厳格な措置が取られている。 

本研究課題では、蓄積されたモニタリング検査結果を活用し内部被ばく線量の低減

効果を検証する。その予備段階として、分担研究では、膨大なデータの整理方法の構

築・解析及び近年公開された放射性核種の半減期の最新データに関する検証を行うこ

とを目的とした。 

モニタリング検査結果を用いて内部被ばく線量を算出にするには、モニタリング検

査結果の品目ごとの食品摂取量が必要となる。本研究では、国民健康・栄養調査にお

ける食品の98小分類に飲料水や山菜を加えた100分類の摂取量を利用することとし

た。モニタリング検査の品目名を100分類に対応させる必要があり、その事前準備とし

てプログラミング処理等によってそれぞれの検査品目が該当する食品分類の候補を

半自動的に抽出した。これにより、手作業による分類作業を大きく効率化させること

ができた。 

放射性核種の半減期に関する最新データを参照し、内部被ばく線量推定に及ぼす

影響や現行の基準値の妥当性を検討した。本研究で線量推定に用いる放射性セシウ

ム（Cs-134とCs-137の合計放射能）に対する線量係数への新たな半減期の影響は極め

て小さく、改定前のデータにより導出した値と同等であった。また、新たな半減期

によって基準値が変化することはなく、現行規制が妥当であることが確認できた。 
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Ａ．研究目的 

 東京電力（株）（当時）福島第一原子力

発電所事故（以下「原発事故」という。）

を受け、事故直後に設定された暫定規制

値に続き、平成24年4月からは食品中の放

射性物質に関する現行の基準値（以下「基

準値」という。）が適用されている。本基

準値を指標として、原子力災害対策本部

で定めたガイドラインに基づき17都県を

中心に地方自治体においてモニタリング

検査が継続して実施されており、基準値

を超過した食品が流通しないように回

収・廃棄や出荷制限といった厳格な措置

が取られている。モニタリング検査結果

は厚生労働省が取りまとめてウェブサイ

ト上で公開しているが、暫定規制値適用

当時（平成23年3月～平成24年3月）から累

計すると令和3年3月までで270万件程度

に及ぶ。 

本研究課題では、蓄積されたモニタリ

ング検査結果を活用し内部被ばく線量の

低減効果を検証する。その予備段階とし

て、分担研究では、膨大なデータの整理方

法の構築・解析及び近年公開された放射

性核種の物理学的半減期（以下「半減期」

という。）の最新データに関する検証を行

うことを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

1．検査データの整理方法の構築及び解析 

 昨年度は食品を国民健康・栄養調査に

おける食品の98小分類に飲料水を加えた

99分類に分け、分類ごとの摂取量から内

部被ばく線量を推定したが、今年度から

はさらに山菜も加え100分類とした。モニ

タリング検査の品目名はある程度の自由

度を持っており、上記の100分類に仕分け

るためには人の判断に基づく手作業が必

要となる。昨年度に引き続き各検査品目

を食品の小分類に仕分ける負担を軽減す

るため、小分類番号の候補を提示する処

理を行った。 

厚生労働省が公開しているモニタリン

グ検査結果（Microsoft® Excel®ファイル）

を表記フォーマットの調整およびデータ

クリーニングを施した。対象としたデー

タは2012年から2016年度の5年分とした。

Python言語にてPandasモジュールを用い

てモニタリング結果が記載されている

Excel®ファイルを読み込みDataFrame形

式に変換した。 

各年度の品目名列でNormalization Form 

Compatibility Composition(NFKC正規化)を

行い書式の標準化を行ったあと、改行コ

ード、半角と全角スペースを削除しPandas

のunique関数を用いて一意な品目名を取

得した。国民健康・栄養調査食品群別表の

各小分類の例として挙げられている食品

名に加え、PandasのSeries.str.contains関数

を用いて決定した各小分類を代表するキ

ーワード（昨年度の成果）を用いて小分類

の推定を行った。 

 

2．半減期の最新データに関する検証 

 現行の基準値策定時に参照している日本

アイソトープ協会発行の「アイソトープ手

帳」が2020年に改定された。本研究では、次

のとおり、半減期の最新データを踏まえ、内

部被ばく線量推定に及ぼす影響や現行の食

品規制の妥当性を検討した。 

①線量係数 

 本研究に使用する放射性セシウムの線量
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係数（Sv/Bq）は、半減期による減衰率を考

慮した加重平均による線量係数（Cs-134と

Cs-137の合計放射能に対する線量係数）で

ある。 

最新データである新たなCs-134とCs-137

の半減期は2.0652yと30.08y［アイソトープ

手帳12版1）（以下「12版」という。）］であ

り、本研究で使用してきた改定前のCs-134

とCs-137の半減期は2.0648yと30.167y［アイ

ソトープ手帳11版2）（以下「11版」という。）］

である。新たな半減期が加重平均した線量

係数に及ぼす影響を評価するため、両者の

半減期による放射性セシウムの線量係数を

算出し比較した。 

②誘導濃度 

規制対象核種（Cs-134, Cs-137, Sr-90, 

Ru-106, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241）

それぞれの新たな半減期と以前の半減期と

の違いを確認し、現行の基準値の妥当性を

検討した。 

 規制対象核種（Cs-134, Cs-137, Sr-90, Ru-

106, Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241）にお

ける半減期は11版と12版では異なるもの

があるため、両者の半減期に基づき、基準

値策定時と同様に、放射性セシウムの限

度値（Bq/kg）（全ての規制対象核種から

の線量を考慮して1 mSv/年を超えない値）

（以下「誘導濃度」という。）を算出し比

較した。算出方法は，薬事・食品衛生審議

会食品衛生分科会放射性物質対策部会報

告書「食品中の放射性物質に係る規格基

準の設定について」3）に従った。使用した

半減期をTable 1に示す。また算出にあた

っては食品に対する放射性セシウムの誘

導濃度が一番低い13～18歳（男）を対象と

した。 

 

Ｃ．研究結果と考察 

1．検査データの整理方法の構築及び解析 

検査結果は2012年度から2016年度でそれ

ぞれ、268,060行分、321,930行分、299,079行

分、328,087行分および297,797行分であった。

一意な品目名は2012年度から2016年度でそ

れぞれ、3,119品目、2,328品目、2,335品目、

1,974品目および1,728品目であった。また、

そのうち前年度までに含まれない一意な品

目名数は（2012年は3,119品目として）2013

年度から2016年度でそれぞれ、1037品目、

787品目、291品目159品目であった（Fig. 1）。

全検査数は微増しているが、一意な品目名

は減少しており、検査対象が絞られている

もしくは品目名が統一されてきていると思

われる。前年度までに含まれない一意な品

目名は当然ながら年々減少しており、品目

名と小分類を対応づける作業の負担は小さ

くなった。本処理により2012年度から2016

年度において、それぞれ78.4%、71.9%、

74.7%、69.1%、61.6% の品目名に1つ以上か

つ6つ以下の小分類番号の候補を提示する

ことができた。これらにより各検査品目を

食品の小分類に仕分ける作業を効率的に行

うことができた。 

 

2．半減期の最新データに関する検証 

①線量係数 

 最新データである新たな半減期を使用し

て算出した放射性セシウムの線量係数を

Table 2に示す。改定前の半減期を使用して

算出した線量係数との違いは、年齢区分10

歳・14年後の一箇所のみである。この数値は

1.00×10-08 Sv/Bq（12版）と1.01×10-08 Sv/Bq

（11版）になったが、表示する桁を5桁に
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した場合は、1.0049×10-08 Sv/Bq（12版）

と1.0050×10-08 Sv/Bq（11版）であり、差

は無視できるほど小さいことが判った。 

これにより新たな半減期が加重平均した

線量係数に及ぼす影響は極めて小さいと考

えられた。 

②誘導濃度 

 13～18歳（男）の食品に対する放射性セシ

ウムの誘導濃度をTable 3に示す。算出した

誘導濃度は少なくとも有効数字2桁までは

新たな半減期（12版）と改定前の半減期（11

版）との値に違いはなかった。 

「食品中の放射性物質に係る規格基準の設

定について」3）の表8-6に示された13～18歳

（男）の誘導濃度と今回算出した値にわず

かな差が生じた。この原因の詳細について

は確認できないが表中の飲料水摂取による

線量（mSv/y）と食品に割り当てる線量

（mSv/y）には今回算出した値と大きな差は

ないことから、誘導濃度の導出過程での各

種数値データの桁数の違いが影響している

可能性が考えられた。 

規制対象核種の半減期が現行の基準値策

定当時の値（11版）と異なるものがあれば、

規制対象核種それぞれの残存率が異なり、

放射性セシウムに代表させた基準値が変わ

ってくる恐れがある。しかし基準値の決定

に使用された誘導濃度の一番低い13～18歳

（男）1年後の値には新たな半減期と改定前

の半減期との間で違いがなかったため、現

行の基準値に与える影響はないと考えられ

た。以上のことから新たな半減期によって

基準値が変化することはなく、現行規制が

妥当であることを確認した。 

 

Ｄ．結論 

 昨年度に引き続き、プログラミング処

理による作業の効率化により、2012年度

から2016年度分の各検査品目を食品の小

分類に仕分ける作業を行った。対象年度

を5年度分に拡大したことで検査品目数

の推移がより明瞭となった。また、2020

年に半減期が改定されたことを踏まえ、

内部被ばく線量推定および現行の食品規

制に及ぼす影響を検討した。改定による

線量係数に及ぼす影響は極めて小さく、現

行規制が妥当であると考えられた。 
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Ｅ．知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む。） 

1. 特許取得 
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2. 実用新案登録 

 なし 

3.その他 
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図表 

 

Fig. 1 検査数および一意な検査品目の推移 
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Table 1 放射性核種の半減期 （単位：y） 

  
アイソトープ手帳 

11 版 12 版 

Cs-134 2.06 2.07 

Cs-137 30.17 30.08 

Sr-90 28.79 28.79 

Ru-106 1.02 1.02 

Pu-238 87.7 87.7 

Pu-239 24110 24110 

Pu-240 6564 6561 

Pu-241 14.35 14.33 

二重下線：11 版と 12 版で値が異なる。 
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     （単位：Sv/Bq） 

Table 2 放射性セシウムの線量係数（アイソトープ手帳 12 版の半減期を使用） 

年後 年度 
年齢区分 

3months 5 years 10 years 15 years adult 

1 2012 2.31E-08 1.10E-08 1.17E-08 1.55E-08 1.55E-08 

2 2013 2.27E-08 1.08E-08 1.14E-08 1.51E-08 1.51E-08 

3 2014 2.24E-08 1.06E-08 1.11E-08 1.47E-08 1.47E-08 

4 2015 2.21E-08 1.04E-08 1.09E-08 1.43E-08 1.43E-08 

5 2016 2.19E-08 1.02E-08 1.07E-08 1.40E-08 1.40E-08 

6 2017 2.17E-08 1.01E-08 1.05E-08 1.38E-08 1.38E-08 

7 2018 2.15E-08 9.94E-09 1.04E-08 1.36E-08 1.36E-08 

8 2019 2.14E-08 9.86E-09 1.03E-08 1.35E-08 1.35E-08 

9 2020 2.13E-08 9.79E-09 1.02E-08 1.33E-08 1.33E-08 

10 2021 2.12E-08 9.74E-09 1.02E-08 1.33E-08 1.33E-08 

11 2022 2.12E-08 9.71E-09 1.01E-08 1.32E-08 1.32E-08 

12 2023 2.11E-08 9.68E-09 1.01E-08 1.31E-08 1.31E-08 

13 2024 2.11E-08 9.66E-09 1.01E-08 1.31E-08 1.31E-08 

14 2025 2.11E-08 9.64E-09 1.00E-08 1.31E-08 1.31E-08 

15 2026 2.10E-08 9.63E-09 1.00E-08 1.31E-08 1.31E-08 

20 2031 2.10E-08 9.61E-09 1.00E-08 1.30E-08 1.30E-08 

30 2041 2.10E-08 9.60E-09 1.00E-08 1.30E-08 1.30E-08 

50 2061 2.10E-08 9.60E-09 1.00E-08 1.30E-08 1.30E-08 

100 2111 2.10E-08 9.60E-09 1.00E-08 1.30E-08 1.30E-08 

二重下線（一箇所）：アイソトープ手帳 11版の半減期使用の場合は 1.01E-08である。 
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Table 3 食品に対する放射性セシウムの誘導濃度（13～18 歳、男） 

  
手

帳 

年後 

1 3 5 10 20 30 50 100 

飲料水摂取

による線量 

11

版 
1.191E-01 1.147E-01 1.115E-01 1.077E-01 1.065E-01 1.063E-01 1.061E-01 1.055E-01 

（mSv/y） 12

版 
1.191E-01 1.148E-01 1.115E-01 1.077E-01 1.065E-01 1.063E-01 1.061E-01 1.056E-01 

食品に割り

当てる線量 

11

版 
8.809E-01 8.853E-01 8.885E-01 8.923E-01 8.935E-01 8.937E-01 8.939E-01 8.945E-01 

（mSv/y） 12

版 
8.809E-01 8.852E-01 8.885E-01 8.923E-01 8.935E-01 8.937E-01 8.939E-01 8.944E-01 

食品に対す

る放射性 Cs 

11

版 
1.304E+02 1.330E+02 1.350E+02 1.373E+02 1.380E+02 1.381E+02 1.382E+02 1.384E+02 

の誘導濃度

（Bq/kg） 

12

版 
1.304E+02 1.330E+02 1.349E+02 1.373E+02 1.380E+02 1.381E+02 1.382E+02 1.383E+02 

二重下線：アイソトープ手帳 11 版と 12 版の半減期の違いによる値の相違箇所 
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令和４年５月２７日 

厚生労働大臣殿                                       
  

 
                              機関名 弘前大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 福田 眞作          
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  食品の安全確保推進研究事業                                         

２．研究課題名  食品中の放射性物質の規制継続による線量低減効果に関する研究～蓄積検査結果の有

効活用による検証～                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院保健学研究科・助教                                 

    （氏名・フリガナ） 小山内 暢・オサナイ ミノル                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                  

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                  

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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                              機関名 弘前大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 福田 眞作          
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  食品の安全確保推進研究事業                                         

２．研究課題名  食品中の放射性物質の規制継続による線量低減効果に関する研究～蓄積検査結果の有

効活用による検証～                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院保健学研究科・教授                                 

    （氏名・フリガナ） 工藤 幸清・クドウ コウセイ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                  

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                  

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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                              機関名 弘前大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 福田 眞作          
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  食品の安全確保推進研究事業                                         

２．研究課題名  食品中の放射性物質の規制継続による線量低減効果に関する研究～蓄積検査結果の有

効活用による検証～                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院保健学研究科・講師                                 

    （氏名・フリガナ） 對馬 惠・ツシマ メグミ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                  

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                  

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 福田 眞作          
 

   次の職員の令和３年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。 
１．研究事業名  食品の安全確保推進研究事業                                         

２．研究課題名  食品中の放射性物質の規制継続による線量低減効果に関する研究～蓄積検査結果の有

効活用による検証～                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 大学院保健学研究科・助教                                 

    （氏名・フリガナ） 細川 翔太・ホソカワ ショウタ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 
未審査（※

2） 

 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する

倫理指針（※3） 

 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入するこ

と 

（指針の名

称：                   ） 

 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェ

ックし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                  

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                   

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                  

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
            ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 
 


